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2024年度 事業報告 

1. 会員数 

 2025年 4月 1日現在、会員数 1,291人  

（うち新規入会者 104名：看護学部 68名、人間福祉学部 31名、助産専攻科 0名、大学院 5名） 

 

2.  役員会の開催（5回/年） 

開催日 審議内容 

2024.4 ・年間活動計画 

・前年度同窓会の反省 

2024.10 ・同窓会入会説明について 

・大学祭にて卒業生カフェに協賛について 

2024.11 ・同窓会運営について 

・次期役員選任について 

・記念品贈呈準備 

2025.2 ・次期役員選任準備 

2025.3 ・卒業式にて記念品の贈呈 

 

 

3. 学校行事への参加 

・大学祭にて卒業生カフェ協賛。 

 

4.卒業記念品の贈呈 

 ・ 卒業記念として同窓会より、ペンライト、ボールペンの贈呈。 
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2024 年度 佐久大学同窓会秋桜会 収支決算書 
 

（2024年 4月 1日～2025年 3月 31日）  

      

1．総括      

 前年度繰越金 4,561,346 円   

 収入 1,040,000 円   

 支出 410,227 円   

 次年度繰越金 5,191,119 円   

      

      

2．収入の部      

   （単位 円）   

科目 予算 決算 差異   

会費 1,000,000 1,040,000 40,000   

雑収入 0 0 0   

前年度繰越金 4,561,346 4,561,346 0   

計 5,561,346 5,601,346 40,000   

      

      

3．支出の部      

      （単位 円）   

科目 本年度予算額 決算 差異 備考  

会議参加費 100,000 190,000 △90,000 会議参加費・交通費等  

備品費 100,000 19,800 80,200 銀行印作成  

消耗品 50,000 0 50,000    

印刷費 2,000 3,870 △1,870 同窓会入会案内資料等  

通信費 100,000 12,716 87,284 同窓会費納入通知発送費用  

人件費 50,000 0 50,000    

広報費 10,000 0 10,000    

会報作成費 200,000 0 200,000   

事業費 200,000 183,401 16,599 
卒業記念贈呈、ホームカミ

ングデー補助金 
 

雑費 5,000 440 5，560 会費二重納入者への返済費  

予備費 10,000 0 10,000   

計 827,000 410,227 416,773    
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2025年度 事業計画（案） 

 

1. 総会の開催（2025月 10月） 

佐久大学ホームページ上で実施 

 

 

2．役員会の開催 

  原則毎月役員会を開催 

 

 

3．大学行事への参加 

  2025年 10月大学祭行事、卒業生カフェの協賛 

 

 

4. 次期秋桜会役員の選任 

 

 

5. 新入会生への入会案内、入会金・終身会費徴収 

  新入会生へ入会案内の実施 

  入会金・終身会費について、佐久大学事務局へ代理徴収を依頼 

 

6．卒業記念品の贈呈 

 同窓会より、卒業者へ記念品贈呈。 
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 2025年度 佐久大学同窓会秋桜会 収支予算書（案） 
 

      
 （2025年 4月 1日～2026年 3月 31日） 
 

      
 1.総  括     

       

  前年度繰越金  5,191,119 円  

  収入  1,000,000 円  

  支出  827,000 円   
  次年度繰越金  5,364,119 円  

        

 2.収入の部    (単位 円) 

   科目   本年度予算額 前年度予算額 増 減 
   会費   1,000,000 1,000,000 0 
   前年度繰越金   5,191,119 4,561,346 773,180 

   計   6,191,119 5,561,346 773,180 
 

      
 

      
 3.支出の部    

(単位 円) 

   科目   本年度予算額 前年度予算額 増 減 
   会議参加費   100,000 100,000 0 
   備品費   100,000 100,000 0 
   消耗品費   50,000 50,000 0 
   印刷費   2,000 2,000 0 
   通信費   100,000 100,000 0 
   人件費   50,000 50,000 0 
   広報費   10,000 10,000 0 
   会報作成費   200,000 200,000 0 
   事業費   200,000 200,000 0 
   雑費   5,000 5,000 0 
   予備費   10,000 10,000 0 

 
  計   827,000 

 

827,000 0 
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2025 年度 佐久大学同窓会秋桜会 役員名簿（案） 

 

 

役職 卒業期 氏名 備考 

会 長 看護学部 第 9 回生 碓井 達也 継続 

 

副会長 看護学部 第 9 回生   神津 京介 継続 

会 計 看護学部 第 9 回生 渡辺 春香 継続 

 

書 記 

 

看護学部 第 10 回生 飯髙 真由 継続 

監事 看護学部 第 10 回生 髙橋 佳奈 継続 

事務局 佐久大学 教員 塩入 とも子 

黒澤 佳代 

新規 

顧 問 佐久大学 学長 坂江 千寿子  
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 佐久大学同窓会 秋桜会 規約 

（改定部分は青字、解説は赤字で記載してあります。） 

 

第 1 章 総則 

(名称) 

第1条 本会は、佐久大学同窓会 秋桜会 と称する。 

  

(事務局) 

第 2 条 本会は、事務局を長野県佐久市岩村田 2384 番地 佐久大学に置く。 

 

第 2 章 目的および事業 

(目的) 

第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、佐久大学の発展に寄与することを目的とす

る。 

 

(事業) 

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

1) 会員相互の親睦並びに連携 

2) 会員情報の管理 

3) 会報の発行等情報発信事業 

4) 会員の専門知識・技術向上のための啓発事業  

5) 母校の諸事業への協力・後援に関する事業 

6) その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業 

 

第 3 章 会員 

(会員) 

第 5 条 本会は、次の会員で組織する。 

1) 正会員 ：佐久大学を卒業した者 

2) 賛助会員：佐久大学教職員または教職員であった者で入会を希望する者 

3) 特別会員：本会の目的に賛同した者で役員会にて入会を認められた者 
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(役員) 

第6条 本会に、次の役員を置く。尚、必要に応じて、役員人数を、役員会で推薦する会員か

ら、追加することができることとする。また、会計と書記の兼任を可能とする。 

任期終了後、規定通りに新役員を選出することが困難であり、役員数が 5 人に満たない場合に

対応するため、本文に追加しています。 

 

1) 会長      1 名 

2) 副会長     1 名 

3) 会計      1 名 

4) 書記      1 名 

5) 監事      1 名 

 

 

(役員の任務) 

第 7 条 役員の任務は次のとおりとする。 

1) 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。 

2) 副会長は会長を補佐し、その任務を代行する。 

3) 会計は本会の金銭の出納および財産の維持管理を行う。 

4) 書記は総会・役員会の議事を記録し保存する。 

5) 監事は本会の業務および会計を監査する。 

 

(役員の選出) 

第 8 条 役員は本会会員の中より選出する。 

2 役員の選出は次のとおりとする。 

1) 会長、副会長は、役員会が正会員の中から候補者を推薦し、総会において決定する。 

2) 会計、書記、監事については、会長の推薦により、総会において承認する。 

 

 (役員の任期) 

第 9 条 本会の役員任期は原則 2 年とし、再任することができる。補欠により選任された役員の

任期は前任者の残任期間とする。 

2 役員は、その任期満了後でも、後任の役員が就任するまではその任務を行う。 

 

(顧問) 

第 10 条 本会に、顧問を置くことができる。 

2 顧問は佐久大学の学長が当たり、本会の運営について助言を与えるものとする。 
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(会員資格の喪失) 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

1) 退会したとき 

2) 死亡したとき 

3) 除名されたとき 

 

(退会) 

第 12 条 会員は、退会届を役員会に提出して、任意に退会することができる。 

 

(除名) 

第 13 条 会員が次の各号に該当する場合には、役員現在員数の過半数が出席する役員会におい

て、出席した役員の 3 分の 2 以上の議決に基づき、除名することができる。この場合において

は、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。 

1) 本会の会則に違反したとき 

2) 本会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき 

 

 

 

第 4 章 会議 

(会議の種別) 

第 14 条 本会は、次の会議をもつ。 

1) 定期総会 

2) 臨時総会 

3) 役員会  

 

(総会の運営) 

第 15 条 総会は、本会の最高決議機関であり、定期総会は毎年 1 回開催する。 

2 総会は、同窓会会員をもって構成する。 

3 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

会員が総会に出席できないときは、あらかじめ通知された委任状をもって評決権を議長に委任す

ることができる。評決権の委任者は総会に出席したものとみなす。 

4 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。 

1) 役員の選出 

2) 前年度の事業報告、収支決算の承認 

3) 当年度の事業計画、収支予算の決定 
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4) 規約の改正 

5 臨時総会は必要に応じて役員会または会長が招集する。ただし役員の 3 分の 1 以上より審議

事項を示したうえで要求があった場合には、会長は速やかに招集し開催する。 

 

 

 

(役員会の運営) 

第 16 条 役員会は会長が招集し、役員をもって構成し定例役員会として原則毎月開催する。ま

た、議題がない場合は流会とする。ただし、役員の 3 分の 1 以上または監事の要求があった場合

には、会長は速やかに招集し開催する。 

本文に役員会は原則毎月開催とあるが、原則では今後規約を確認した者が「毎月必ず開催しな

ければいけない」と捉えてしまう可能性があるため、本文に追加しています。 

 

2 役員会は次の事項を審議する 

1) 総会に提出する議題 

2) 予算及び決算に関する事項 

3) 総会において委任された事項 

4) 本会の運営上必要な細則に関する事項 

5) 各事業の企画立案および実施評価 

6) その他関係事項 

 

 

第 5 章 会計 

(会計) 

第 17 条  会員は入会費および会費を納めるものとする。 

2 会員の会費は入会及び終身会費とする。  

3 正会員は、入会金 1000 円及び終身会費 9,000 円とする。特別会員および賛助会員は、一律

5,000 円とする。 

4 納入方法は次のとおりとする。 

1) 入会金・終身会費は、卒業時に納める。 

2) 特別会員及び賛助会員は入会と同時に納める。  

5 学部卒業生が専攻科または大学院に入学し、卒業したときは改めて会費を納入する必要はな

いものとする。 

6 既納の会費については、これを返還しない。 

 

(経費) 

第 18 条 本会の運営に伴い発生する経費は、入会金、会費、寄付金およびその他の収入をもっ

て充てる。 
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(会計年度) 

第 19 条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

 

 

 

第 6 章 役員手当 

(役員手当) 

第 20 条 以下の通りに役員への手当を支給する。 

1）役員会会議手当て：500 円／1 回 

 2）同窓会事務手当て：1,000 円／1 時間  

同窓会事務手当を 500 円/1 時間から、長野県最低賃金である 1000 円／1 時間に変更していま

す。 

 3）行事参加手当て：1,000 円／1 時間  

行事参加手当は、2000 円／1 日参加 1000 円／半日参加だったが、同窓会事務手当を同じく

長野県最低賃金である 1000 円／1 時間に変更しています。 

 4）交通費：一律 500 円 学内で事務作業を行った場合にのみ支給とする。 

  後述の学内以外での作業では、交通費が発生したかどうかわからない場合があるため、交通

費は学内作業時のみに支給とするため、本文に追加しています。 

  会場から 50 ㎞を超える場合は燃料費加算、公共交通機関または高速道路使用時は、領収証

がある場合に限り全額支給する。 

5）同窓会事務局員は、同窓会事務手当のみ支給するものとする。 

 同窓会事務局員にも、作業を依頼することがあり、手当を支給できないため、本文に追加し

ています。 

 

第 2１条 同窓会事務手当ての支払いは、以下を満たす場合のみとする。 

1） 事務作業は、原則佐久大学内で行うこととするが、学外での作業も可能とする。 

佐久大学利用可能時間に合わせて事務作業時間を確保することが難しいため、学内以外で

事務作業を行えるよう本文に追加しています。 

2） 所定の書類を、作業終了時に同窓会事務局へ提出すること。尚、同窓会事務局員が不在の

場合は、佐久大学学生総合支援センターがこれを代行する。 

3） 学外で事務作業を行う場合は、所定の書類を後日 2）に則り提出をする。 

佐久大学利用可能時間と合わず、学内で作業できない場合に対応できるよう本文に追加して

います。 
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第 7 章 その他 

(個人情報の保護) 

第 22 条 本会での個人情報の取扱いについては、別に定める。 

 

(規約の改正) 

第 23 条 規約の改正は役員会の議を経てこれを発議し、総会出席者の過半数の賛成をもってな

される。 

 

附則 

1. 規約は 2012 年 3 月 17 日から施行する。 

2. 本会発足時に入会する者の会費の徴収については、第 13 条の規定にかかわらず、特別とし

て以下のとおりとする。 

1) 発足と同時に正会員となるものについては、卒業時に入会費と会費を納めることとする。 

2) 発足と同時に准会員となるもの、および 2012 年度入学生については、2012 年度の後期学 

費納入時に、入会費を納めることとする。 

3．2016 年 6月 11 日 一部改正。 

4．2019 年 6 月 15 日 一部改正。 

5．2020 年 6 月 30 日 一部改正。 

6．2026 年 3 月 27 日 一部改正。 


